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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイクロプロセッサ及び不揮発性メモリに動作可能に接続されるユーザインターフェー
ス及びディスプレイを有するグルコース測定器を動作させる方法であって、前記方法は、
　グルコース値の全体範囲にわたるグルコース値を定義するために、ユーザインターフェ
ースを介して前記マイクロプロセッサに入力高値を入力する、工程と、
　前記入力高値が、プリセットされた最小値未満の値として入力された場合、前記プリセ
ットされた最小値は、前記マイクロプロセッサによって、前記入力高値よりも低いか、又
は最小許容低値に等しい、新しい低値に変更される工程であって、前記新しい低値は、前
記グルコース測定器の前記不揮発性メモリに記憶される、工程と、
　入力低値が、プリセットされた最大値よりも大きいものとして入力された場合、前記プ
リセットされた最大値は、前記マイクロプロセッサによって、前記入力低値よりも大きい
か、又は最大許容高値に等しい、新しい高値に変更される工程であって、前記新しい高値
は、前記グルコース測定器の前記不揮発性メモリに記憶される、工程と、を含む、方法。
【請求項２】
　マイクロプロセッサ及び不揮発性メモリに動作可能に接続されるユーザインターフェー
ス及びディスプレイを有するグルコース測定器を動作させる方法であって、前記方法は、
　食後に得たグルコース測定値に関連付けられたグルコース値の範囲を定義するために、
食後最小値としての食後低値及び食後最大値としての食後高値のうちの少なくとも１つを
、ユーザインターフェースを介して前記マイクロプロセッサに入力する、工程と、



(2) JP 6436985 B2 2018.12.12

10

20

30

40

50

　前記食後低値が、食前最小値よりも低い値として入力された場合、エラーを通知し、前
記食後低値を前記食前最小値よりも高い値に変更するように、前記ユーザインターフェー
スを介してユーザに要求する工程と、
　前記食後高値が、食前最大値よりも低い値として入力された場合、エラーを通知し、前
記食後高値を前記食前最大値よりも高い値に変更するように、前記ユーザインターフェー
スを介してユーザに要求する工程と、を含む、方法。
【請求項３】
　マイクロプロセッサ及び不揮発性メモリに動作可能に接続されるユーザインターフェー
ス及びディスプレイを有するグルコース測定器を動作させる方法であって、前記方法は、
　食前に得たグルコース測定値に関連付けられたグルコース値の範囲を定義するために、
食前最小値としての食前低値及び食前最大値としての食前高値のうちの少なくとも１つを
、ユーザインターフェースを介して前記マイクロプロセッサに入力する、工程と、
　前記食前低値が、食後最小値よりも高い値として入力された場合、エラーを通知し、前
記食前低値を食後最小値未満の値に変更するように、前記ユーザインターフェースを介し
てユーザに要求する工程と、
　前記食前高値が、前記食後最大値よりも高い値として入力された場合、エラーを通知し
、前記食前高値を食後最大値未満の値に変更するように、前記ユーザインターフェースを
介してユーザに要求する工程と、を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動作可能な範囲設定技術を持つ分析物測定器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生理液、例えば血液又は血液由来の製品中の分析物を検出することは、今日の社会にと
っての重要性が高まる一方である。分析物検出アッセイは、臨床検査、家庭検査などを含
む多様な用途に利用法が見出されるものであり、そのような検査の結果は、多様な病状の
診断及び処置において主要な役割を果たしている。目的の分析物には、糖尿病管理のため
のグルコース、コレステロールなどが挙げられる。こうした分析物検出の重要性の高まり
に応じて、臨床での使用と家庭での使用の両方に対応する多様な分析物検出の手順及びデ
バイスが開発されてきた。
【０００３】
　分析物検出に用いられる方法の１つの種類は電気化学的方法である。かかる方法では、
水性液体試料が、２つの電極、例えば対極及び作用電極を含む電気化学セルの中の試料受
容チャンバに入れられる。分析物をレドックス剤と反応させて、分析物濃度に対応する量
の酸化可能（又は還元可能）物質を形成する。次いで、存在する酸化可能（又は還元可能
）物質の量を電気化学的に推定して、初期試料中に存在する分析物の量と関連付ける。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　糖尿病患者にとって、測定されたグルコースが所望の範囲内であるかどうかを知ること
は、糖尿病管理の一環である。現在、測定されたグルコース結果が所望の血糖範囲である
かどうかの視覚表示を提供するグルコース測定器が存在する。これはユーザにとって有益
であり得るが、範囲がユーザの他の血糖状態を包含するように拡大されるときに、これら
の測定器の欠点が存在すると考えられる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　提案される血液グルコース測定器では、ユーザの血糖状態を示す３つの異なる範囲のタ
イプが利用され得る。表示することができる範囲のタイプは、「全般の」血糖範囲、「食
前」及び「食後」範囲である。「食前」範囲は、ユーザが食前に有するべきグルコース値
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の範囲である。「食後」範囲は、ユーザが食後に有するべきグルコース値の範囲である。
「食後範囲」は、好ましくは、食後約２時間以内の範囲である。これら３つの範囲を同一
インジケータキーを背景にして表示させるために、測定器は、インジケータが提示される
背景となる初期設定範囲を有する。インジケータは、３つの（例えば、赤、緑、及び青の
３色の形態の）しるしの間を移動して、インジケータが範囲の目標より低いか、範囲内か
、又は目標より高いかどうかをユーザに知らせる。設定中に、測定器は、ユーザにそのま
ま許容可能な初期設定範囲を提示する。ユーザが初期設定範囲を編集することを決定した
場合、これらの範囲を設定しカスタム化するために従う必要がある特定の規則が存在する
。
範囲のカスタム化は、次に、範囲インジケータが、現在の血液グルコース（「ＢＧ」）測
定値又は測定数値が、別々のしるし（例えば、色）をコード化した基準と参照されるとき
、所望の範囲設定（所望の範囲よりも高い又は範囲内である又は範囲よりも低いかどうか
）に関連するところをより正確に示すことを可能にする。
 
【０００６】
　出願人らは、これらの範囲編集規則がユーザにとって分かりにくい可能性があることを
認識した。結果として、出願人らは、ユーザが測定器を使用又は設定するために編集規則
を知っておく必要がないように、測定器に実装される範囲を規定する３つの指針を考案し
た。これらの指針は、ユーザが範囲を編集することを選択する度に有効になる。ユーザが
範囲を正しく設定していなかった場合には、適切な警告メッセージがユーザに通知される
。
【０００７】
　このようにして、出願人らは、グルコース測定器を動作させる方法を考案した。測定器
は、マイクロプロセッサ及び不揮発性メモリに動作可能に接続されるユーザインターフェ
ース及びディスプレイを有する。本方法は、グルコース値の全体範囲にわたるグルコース
値を定義するために、ユーザインターフェースを介してマイクロプロセッサに入力高値を
入力する、工程と、入力高値が、プリセットされた最小値未満の値として入力された場合
、プリセットされた最小値は、マイクロプロセッサによって、入力高値よりも低いか、又
は最小許容低値に等しい、新しい低値に変更される工程であって、新しい低値はグルコー
ス測定器の不揮発性メモリに記憶される、工程と、入力低値が、プリセットされた最大値
よりも大きいものとして入力された場合、プリセットされた最大値は、マイクロプロセッ
サによって、入力低値よりも大きいか、又は最大許容高値に等しい、新しい高値に変更さ
れる工程であって、新しい低値はグルコース測定器の不揮発性メモリに記憶される、工程
と、によって達成され得る。
 
【０００８】
　別の態様では、グルコース測定器を動作させる方法が、提供される。測定器は、マイク
ロプロセッサ及び不揮発性メモリに動作可能に接続されるユーザインターフェース及びデ
ィスプレイを有する。本方法は、食後に得たグルコース測定値に関連付けられたグルコー
ス値の範囲を定義するために、食後最小値としての食後低値及び食後最大値としての食後
高値のうちの少なくとも１つを、ユーザインターフェースを介してマイクロプロセッサに
入力する工程と、食後低値が、食前最小値よりも低い値として入力された場合、エラーを
通知し、食後低値を食前最小値よりも高い値に変更するように、ユーザインターフェース
を介してユーザに要求する工程と、食後高値が、食前最大値よりも低い値として入力され
た場合、エラーを通知し、食後高値を食前最大値よりも高い値に変更するように、ユーザ
インターフェースを介してユーザに要求する工程と、によって達成され得る。
 
【０００９】
　なおも更なる態様では、グルコース測定器を動作させる方法が、提供される。測定器は
、マイクロプロセッサ及び不揮発性メモリに動作可能に接続されるユーザインターフェー



(4) JP 6436985 B2 2018.12.12

10

20

30

40

50

ス及びディスプレイを有する。本方法は、食前に得たグルコース測定値に関連付けられた
グルコース値の範囲を定義するために、食前最小値としての食前低値及び食前最大値とし
ての食前高値のうちの少なくとも１つを、ユーザインターフェースを介してマイクロプロ
セッサに入力する工程と、食前低値が、食後最小値よりも高い値として入力された場合、
エラーを通知し、食前低値を食後最小値未満の値に変更するように、ユーザインターフェ
ースを介してユーザに要求する工程と、食前高値が、食後最大値よりも高い値として入力
された場合、エラーを通知し、食前高値を食後最大値未満の値に変更するように、ユーザ
インターフェースを介してユーザに要求する工程と、によって達成され得る。
 
【００１０】
　これら及び他の実施形態、特徴並びに利点は、以下に述べる本発明の異なる例示的実施
形態のより詳細な説明を、はじめに下記に簡単に述べる添付の図面と併せて参照すること
によって当業者にとって明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　本明細書に援用し本明細書の一部をなす添付図面は、現時点における本発明の好ましい
実施形態を示したものであって、上記に述べた一般的説明並びに下記に述べる詳細な説明
と共に、本発明の特徴を説明する役割を果たすものである（同様の数字は同様の要素を表
す）。
【図１】好ましい血液グルコース測定システムを示す。
【図２】図１の測定器内に配置される種々の構成要素を概略的に示す。
【図３】分解図におけるバイオセンサを示す。
【図４】好ましいシステムにおいて提供される種々の範囲の好適な設定を決定するための
例示的なロジック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下の詳細な説明は、図面を参照しつつ読まれるべきであり、異なる図面中、同様の要
素は同様に番号付けされている。図面は必ずしも一定の縮尺を有するものではなく、選択
された実施形態を示したものであって、本発明の範囲を限定することを目的とするもので
はない。詳細な説明は、本発明の原理を限定するものではなく、あくまでも例として説明
するものである。この説明は、当業者による本発明の作製及び使用を明確に可能とし、本
発明を実施する最良のモードであると目下考えられるものを含む、本発明のいくつかの実
施形態、適合物、変形物、代替物及び使用を説明する。
【００１３】
　本明細書で使用する任意の数値又は数値の範囲についての「約」又は「近似的に」とい
う用語は、構成要素の一部又は構成要素の集合が本明細書に記載の意図された目的に沿っ
て機能することを可能とするような、好適な寸法の許容公差を示すものである。より具体
的には、「約」又は「およそ」という用語は、記載される値の±１０％の値の範囲を示し
得、例えば、「約９０％」は、８１％～９９％の値の範囲を示し得る。加えて、本明細書
で用いる、「患者」、「ホスト」、「ユーザ」、及び「被験者」という用語は、任意のヒ
ト又は動物被験者を指し、システム又は方法をヒトにおける使用に限定することを目的と
したものではないが、ヒト患者における本発明の使用は、好ましい実施形態を代表するも
のである。本明細書で使用する、「振動信号」とは、それぞれ、電流の極性を変更するか
、又は方向を交互に変化させるか、又は多方向的である電圧信号（複数可）又は電流信号
（複数可）を含む。本明細書で使用する、「電気的信号」又は「信号」という語句は、直
流信号、交流信号、又は電磁スペクトル内の任意の信号を含むことを意図している。用語
「プロセッサ」、「マイクロプロセッサ」、又は「マイクロコントローラ」は、同じ意味
を有することが意図され、互換的に使用されることを目的とする。
【００１４】
　図１は、バイオセンサ１００及び測定器２００を含む糖尿病管理システムを示す。測定
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器（測定器ユニット）は、分析物測定及び管理ユニット、グルコース測定器、測定器、及
び分析物測定デバイスと呼ばれる場合もあることに留意されたい。一実施形態では、測定
器ユニットは、インスリン送達デバイス、追加の分析物試験デバイス、及び薬物送達デバ
イスと組み合わされてもよい。測定器ユニットは、ケーブル、又は例えば、ＧＳＭ（登録
商標）、ＣＤＭＡ、ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ（登録商標）、ＷｉＦｉ等といった好適な無線技
術を介して、リモートコンピュータ又はリモートサーバに接続されてもよい。
【００１５】
　図１に戻って参照すると、グルコース測定器又は測定値ユニット２００は、ハウジング
２０１、ディスプレイ２０２、ユーザインターフェースボタン（「上へ」又は２０３ａ、
「下へ」又は２０３ｂ、「戻る」又は２０３ｃ、及び「ｏｋ」又は２０３ｄ）、及びスト
リップポートコネクタ２２０（図２）のためのストリップポート開口部２０４を含んでも
よい。ユーザインターフェースボタン（２０３ａ～２０３ｄ）は、データの入力、メニュ
ーのナビゲーション、及びコマンドの実行を可能とするように構成することができる。ユ
ーザインターフェースボタンは、２方向トグルスイッチの形態であってもよい。データに
は、分析物濃度又は個人の日常の生活習慣に関連した情報を表す値が含まれてもよい。日
常の生活習慣に関連した情報には、個人の食物摂取、薬の使用、健康診断の実施、並びに
一般的健康状態及び運動レベルを挙げることができる。測定器２００の電子構成要素は、
ハウジング２０１内部に存在する回路基板上に配置されてもよい。
【００１６】
　図２は、図１の測定器の電子構成要素を（簡略化された概略形態で）示す。図２では、
ストリップポートコネクタ２２０は、物理的特性検知電極（複数可）から信号を受信する
インピーダンス検知線ＥＩＣ、物理的特性検知電極（複数可）に信号を流す交流信号線Ａ
Ｃ、参照電極用の参照線、並びに対応する作用電極１及び作用電極２からの信号検知線を
含む、５本の接続線によってアナログインターフェース３０６に接続される。ストリップ
検出線２２１をコネクタ２２０に提供して試験ストリップの挿入を示してもよい。アナロ
グインターフェース３０６は、以下の４つの入力をプロセッサ３００に提供する。（１）
実数インピーダンスＺ’、（２）虚数インピーダンスＺ”、（３）バイオセンサの作用電
極１から抽出若しくは測定された信号、すなわち、Ｉｗｅ１、（４）バイオセンサの作用
電極２から抽出若しくは測定された信号、すなわち、Ｉｗｅ２。プロセッサ３００からイ
ンターフェース３０６へは、物理的特性検知電極に対して２５ｋＨｚ～約２５０ｋＨｚ、
又はそれ以上の任意の値の振動信号ＡＣを流す、１種類の出力が存在する。位相差Ｐ（単
位：度）は、実数インピーダンスＺ’及び虚数インピーダンスＺ”から決定することがで
きる。マイクロコントローラ３００は、例えば、Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　
ＭＳＰ　４３０などのミックスドシグナルマイクロプロセッサ（ＭＳＰ）の形態であって
もよい。ＴＩ－ＭＳＰ　４３０は、定電位機能及び電流計測機能の一部を行うようにも構
成され得る。加えて、ＭＳＰ　４３０は揮発性及び不揮発性メモリも含み得る。別の実施
形態では、電子部品の多くは、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）の形態のマイクロコン
トローラと一体化されてもよい。
【００１７】
　図３は、基材５上に配置された７つの層を含み得る試験ストリップ１００の例示的な分
解斜視図である。基材５上に配置された７つの層とは、（電極層５０とも呼ばれ得る）第
１の導電層５０、絶縁層１６、２つの重なる試薬層２２ａ及び２２ｂ、接着部分２４、２
６、及び２８を含む接着層６０、親水層７０、並びに試験ストリップ１００のカバー９４
を形成する最上層８０であり得る。例えば、スクリーン印刷プロセスを用いて、導電層５
０、絶縁層１６、試薬層２２、及び接着層６０を基材５の上に順次積層させる一連の工程
で、試験ストリップ１００を製造することができる。電極１０、１２、及び１４）は、試
薬層２２ａ及び２２ｂと接触するように配置されているのに対して、物理的特性検知電極
１９ａ及び２０ａは試薬層２２とは離間しており、接触していない点に留意されたい。親
水層７０及び最上層８０は、ロールストックから配置され、一体化ラミネート、又は別個
の層のいずれかとして基材５上に積層されてもよい。試験ストリップ１００は、図３に示
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すように遠位部３及び近位部４を有する。
【００１８】
　図３に示されるような試験ストリップ１００では、第１の導電層５０は、参照電極１０
、第１の作用電極１２、第２の作用電極１４、第３及び第４の物理的特性検知電極１９ａ
及び１９ｂ、第１の接触パッド１３、第２の接触パッド１５、参照接触パッド１１、第１
の作用電極トラック８、第２の作用電極トラック９、参照電極トラック７、及びストリッ
プ検出用バー１７を含んでもよい。物理的特性検知電極１９ａ及び２０ａは、対応する電
極トラック１９ｂ及び２０ｂを備える。この導電層は、カーボンインクから形成すること
ができる。第１の接触パッド１３、第２の接触パッド１５、及び参照接触パッド１１は、
試験測定器と電気的に接続されるように適合されてもよい。第１の作用電極トラック８は
、第１の作用電極１２から第１の接触パッド１３に至る電気的に連続した経路を提供する
。同様に、第２の作用電極トラック９は、第２の作用電極１４から第２の接触パッド１５
に至る電気的に連続した経路を提供する。同様に、参照電極トラック７は、参照電極１０
から参照接触パッド１１に至る電気的に連続した経路を提供する。ストリップ検出用バー
１７は、参照接触パッド１１に電気的に接続される。第３及び第４の電極トラック１９ｂ
及び２０ｂは、対応する電極１９ａ及び２０ａと接続する。図３に示されるように、試験
測定器は、参照接触パッド１１とストリップ検出用バー１７との間の連続性を測定するこ
とによって、試験ストリップ１００が適切に挿入されたことを検出することができる。測
定器及びストリップの詳細は、全てが２０１１年１２月２９日の同日出願の関連特許出願
第６１／５８１，０８７号、同第６１／５８１，０８９号、同第６１／５８１，０９９号
、及び同第６１／５８１，１００号、２０１２年５月３１日出願の米国仮特許出願第６１
／６５４，０１３号、及び２０１２年１２月２８日出願の国際特許出願ＰＣＴ／英国第２
０１２／０５３２７９号、ＰＣＴ／英国第２０１２／０５３２７７号、及びＰＣＴ／英国
第２０１２／０５３２７６号（以後「関連出願」）に示され、説明されており、全ての関
連出願は、付属書類として本明細書に添付されるＰＣＴ／英国第２０１２／０５３２７６
号の写しと共に本明細書に説明されているかのように参照によって本明細書に組み込まれ
る。
【００１９】
　図１に戻って参照すると、測定器２００は、インジケータ２０６を用いて血液グルコー
ス測定の状態をユーザに通知するしるし２０５ａ、２０５ｂ、及び２０５ｃを備える。イ
ンジケータ２０６は、ディスプレイの一部であり、行われたグルコース測定の特定のタイ
プの範囲としてのパラメータに依存して制御される。範囲インジケータ２０６は、それが
測定器上に表示されるとき、特定の色を血液グルコース（ＢＧ）測定数値に指定する機能
である。この色は、ユーザによって設定されている範囲に基づいている。この範囲は、ユ
ーザが、どの数が「範囲内」であるか又は良好であるか、及びどの数が「範囲外」であり
したがって望ましくないかを知るのに役立つ。このロジックに基づくと、インジケータ２
０６がしるし２０５ｂ（すなわち、緑）を指すとき、測定値は、範囲内（Ｉｎ－Ｒａｎｇ
ｅ）測定数値と関連付けられる。インジケータ２０６がしるし２０５ｃ（赤）を指すとき
、これは、得た測定値が範囲よりも高い（Ａｂｏｖｅ　Ｒａｎｇｅ）測定数値であること
を示す。インジケータ２０６がしるし２０５ａ（青）を指すとき、これは、測定値が範囲
よりも低い（Ｂｅｌｏｗ　Ｒａｎｇｅ）測定数値であることを意味する。血液グルコース
測定器はいつでも、「食前」及び「食後」の範囲の分類のそれぞれのための３つの異なる
範囲タイプを有し得る。これらの異なる範囲タイプ及びそれらの関連する初期設定は、７
０ｍｇ／ｄＬの「下限」値及び１８０ｍｇ／ｄＬの「上限」値を有する。初期設定によっ
て測定器に提供されている全般の範囲（７０ｍｇ／ｄＬ～１８０ｍｇ／ｄＬの間）が、こ
の全般の範囲を有することもまた留意されたい。
 
【００２０】
　ユーザが、食前又は食後について行ったグルコース測定値に標識を付ける又はタグを付
けることができる場合、例えば、食前の「下限」が約７０ｍｇ／ｄＬであり、食前測定値
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の「上限」が約１３０ｍｇ／ｄＬであり、一方食後の測定値に関しては、「下限」が約１
２０ｍｇ／ｄＬであり、「上限」が約１８０ｍｇ／ｄＬであるといったような、初期設定
の限界が提供される。
【００２１】
　特定の状況下では、これらの初期設定範囲は、糖尿病の予想不可能な性質のため、特定
のユーザには好適でない場合がある。こうした状況では、ユーザは、範囲を変更すること
ができる。出願人らは、インジケータ２０６に不適切な測定値の表示を提供させてしまう
可能性がある様式で、ユーザが範囲を設定し得る場合が存在することを認識した。
【００２２】
　したがって、出願人らは、範囲の設定が測定器２００の範囲インジケータ２０６で使用
するのに適切であることを確実にする技術を考案した。技術の一実施形態が、図４のロジ
ックプロセス４００としてここに示される。簡潔に述べると、ロジックプロセスは、３つ
の指針を有する：
　（１）ユーザが、範囲の「下限」未満の範囲の「上限」を設定しようと試みる場合、「
下限」値は、「上限」が「下限」よりも大きいことを確実にするように「上限」未満の１
つの値の分、自動的に減少される。これは、「下限」値が最大許容低値に達するまで続く
。他方では、ユーザが「下限」を「上限」よりも高く設定した場合、「上限」値は、最大
許容「上限」値に達するまで、「下限」よりも大きい１つの数の分、自動的に増加される
。
　（２）「食後下限」を食前「下限」よりも低く設定することはできない。ユーザがその
ように設定しようと試みた場合、警告メッセージが生成され、ユーザは、食前「下限」よ
りも大きい値に「食後下限」を再設定するように求められる。同様に、ユーザが「食前下
限」を「食後下限」よりも高く設定しようとした場合、「食前下限」を「食後下限」未満
の値に再設定するようにユーザに求める警告メッセージが生成される。
　（３）「食後上限」を食前「上限」よりも低く設定することはできない。ユーザがその
ように設定しようと試みた場合、警告メッセージが生成され、ユーザは、「食後上限」を
食前「上限」よりも大きい値に再設定するように求められる。同様に、ユーザが食前「上
限」を「食後上限」よりも高く設定しようとした場合、「食前上限」を「食後上限」未満
の値に再設定するようにユーザに求める警告メッセージが生成される。
【００２３】
　具体的には、ロジックプロセス４００（図４）は、測定器２００の動作において利用さ
れ、好ましくは、測定器の初期設定中又はユーザが所望する任意の時間に構成される。プ
ロセス４００は、全般の血糖範囲（工程４０６及び４０８）、食後血糖範囲（工程４１０
及び４１２）、及び食前血糖範囲（工程４１４及び４１６）のそれぞれの上方及び下方限
界を設定するために、測定器設定ユーティリティ４０４の一部として、ユーザがインター
フェースボタン又はタッチ画面を用いてナビゲートすることができる工程４０２から開始
される。
 
【００２４】
　工程４０６～４１６における設定の後、次の工程４１８～４４０が、出願人らの本発明
の３部からなる指針を順守することを確実にするように実行される。具体的には、工程４
１８では、入力された上限値がプリセットされた（又は以前に再設定された）最小値未満
であるかどうかについて、クエリが行われる。当てはまる場合、工程４２０で第１のエラ
ーメッセージをユーザに通知する。他方では、工程４１８のクエリが当てはまらない場合
、別のクエリを工程４２２で行う。工程４２２では、ユーザによって入力された値がプリ
セットされた（又は以前に再設定された）最大値よりも大きいかどうかを判定するように
、クエリが行われる。当てはまる場合、測定器は、工程４２４で第２のエラーメッセージ
を通知する。クエリ４２２が当てはまらない場合、ロジックは、主要ルーチン又は残りの
クエリ（４２６、４３０、４３４、及び４３８）に戻る。一実施例としては、ユーザが７
０ｍｇ／ｄＬまでの特定の範囲の「下限」を設定し、「上限」を６９ｍｇ／ｄＬに設定し
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自動的に減少される。これは、範囲の下限がその最低可能限界に達するまで続く。
 
【００２５】
　工程４２６では、食後下限としてユーザによって入力された値がプリセットされた（又
は以前に設定された）食前最小値未満であるかどうかについて、クエリが行われる。当て
はまる場合、システムは、第３のエラーメッセージを通知し、当てはまらない場合、ロジ
ックは、工程４３０に進む。工程４３２では、メッセージは、食後下限が食前下限より低
くなっているという記述を含み得る。工程４３０では、食後上限としてユーザによって入
力された値がプリセットされた（又は以前に再設定された）食前最大値未満であるかどう
かについて、クエリが行われる。クエリ４３０が「当てはまる」を戻した場合、第４のメ
ッセージが通知され、当てはまらない場合、ロジックは、主要ルーチン又は残りのクエリ
（４３４及び４３８）に戻る。第４のメッセージは、食後上限が食前上限よりも低くなる
ように設定することはできないという記述を示し得る。
 
【００２６】
　工程４３４では、食前下限としてユーザによって入力された値がプリセットされた（又
は以前に再設定された）食後最小値よりも大きいかどうかについて、クエリが行われる。
クエリ４３４で当てはまる場合、工程４３６で第５のエラーメッセージが通知され、当て
はまらない場合、別のクエリが、工程４３８で行われる。工程４３６では、メッセージは
、食前下限を食後下限よりも高くすることはできないという結果の記述を含み得る。工程
４３８では、食前上限としてユーザによって入力された値が食後最大値よりも大きいかど
うかを判定するように、クエリが行われる。当てはまる場合、システムは、工程４４０で
第６のエラーメッセージを通知し、そうではなく当てはまらない場合、システムは、主要
ルーチンに戻る。工程４４０では、エラーメッセージは、食前上限が食後上限よりも大き
くなるように設定することはできないという記述を含み得る。
 
【００２７】
　出願人らによって考案された指針は、重複した範囲であり、かつ問題になっている測定
されたグルコースが誤った範囲内に存在することを範囲インジケータ２０６が示す可能性
のある範囲を、ユーザが設定しないことを確実にする。言い換えれば、出願人らによって
考案された原理は、ユーザが重複範囲を設定し、それによって、誤った範囲表示が被験者
のグルコース測定と関連付けられるのを防止するように意図される。
【００２８】
　本発明を特定の変形例及び説明図に関して述べたが、当業者には本発明が上述された変
形例又は図に限定されないことが認識されよう。加えて、上述の方法及び工程が特定の順
序で起こる特定の事象を示している場合、当業者には特定の工程の順序が変更可能であり
、そうした変更は本発明の変形例に従うものである点が認識されよう。更に、こうした工
程のうちのあるものは、場合に応じて並行したプロセスで同時に行われても、上述のよう
に順次行われてもよい。開示の趣旨及び特許請求の範囲に見出される本発明の同等物の範
囲の内にある本発明の変形が存在する範囲では、本特許請求がこうした変形例をも包含す
ることが意図されるところである。
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